
引
へ
て
百
石
を
領
L
、
廷判
H
九
年
波
。
子
孫
世
々
滞

に
仕
へ
る
。

モ
リ
テ
エ
守
国
加
賀
の
万
工
。
加
州
佐
守
閥

と
切
っ
て
惚
永
頃
な
る
と
、
守
岡
と
切
っ
て
長
平
頃

な
る
と
が
あ
ろ
。

モ
リ
ゲ
ン
イ
ヲ

森
元
育

亭
保
十
五
年
御
滋
師

と
し
て
召
出
さ
れ
、
一
一
一
十
人
扶
持
h

官
受
け
、
延
享
二

年
六
十
六
厳
令
以
て
授
。
子
孫
一
花
岡
高
秀
・快
安
・快

安
宋
努
相
線
い
だ
。

モ
リ
コ
シ

森
腰

珠
洲
郡
三
崎
郷
に
邸
す
る
部

族
。
元
隊
十
四
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、『
此
村
昔
年
三

蛸
潟
蜘
と
巾
宮
の
森
の
腰
に
村
取
立
候
に
付
、
森
脱

村
と
唱
へ
候
同
巾
僻
候
。
』
と
あ
ろ
。

モ
リ
サ
イ
エ
ン

森
西
国

金
持
の
人
。
泊
抑
制
辰

之
助
、
部
付
充
、
芋
は
無
充
・徳目
刊。

蹴
は
見
抜
・間

的
・臥
洲
・凶
川
。
叫
引
を
岸
駒
に
尽
び
、
後
日
以
附
に
赴

い
て
閉
山
刊
の
風
止
V~
研
究
し
た
。
安
政
六
年
九
且
三
日

夜
、
七
十
七
歳
。

モ
リ
シ
ゲ
寺
重

加

到

の
万
工
。

際
烏
守
訟
と

切
る
。

天
正
頃
。

モ
リ
シ
ゲ

森
重
加
到
の
万
工
。
森
蛮
と
切
ろ
。

際
烏
系
に
図
し
、
天
文
頃
。

モ
リ
ジ
マ

森

島

石

川
郡
山
口
川
郷
に
回
す
る
郎

町問。

陣
阻
止
官
森
雌
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
が
出
ず
べ
き
で
な
い

と
相
応
す
る
。

モ
リ
ス
ケ
シ
ゲ

森
崎
霊

迦
耕
太
左
衛
門
。
越

前
府
中
に
於
い
て
前
川
利
家
に
仕
へ

、
後
千
三
賀
冶

を
筒
し
た
。
子
議
閉
山
に
悦
開
国
す
る
。

モ
リ
ス
ケ
ト
モ

森
論
知

述
桝
総
太
夫
。
太
左

衛
門
耐
藍
の
子
。
幼
よ
り
前
倒
利
治
に
仕

へ
て
一
白
一
五

十
石
を
受
け
、
父
の
m
E
後
治
知
の
中
六
百
五
十
石
売

却
ぎ
、
大
坂
冬
役
に
は
十
六
献
で
使
番
と
な
り
、
民

m丸
に
内
組
し
た
味
方
に
返
却
の
命
を
似
へ
て
、
そ

の
母
衣
に
四
十
七
入
の
鄭
附
眠
中
」
得
、
夏
役
に
も
出
川仰

し
、
政
漸
〈
喝
し
て
千
三
百
右
中
」
受
け
、

苛
創
出
帥

行

・
町
奉
行
止
可
制
叶
て
大
小
将
川
町
に
温
み
、
ま
た
前
川

綱
紀
の
仰
と
な
り
、
広
治
二
年
退
隠
し
て
是
丞
と川町

L
、
そ
の
依
一
一
一
百
石
を
刈
い
て
老
守
強
ひ
、
犯
文
九

臼
七
イ
一
肢
を
以
て
閉
山
し
た
。

モ
リ
生
ナ
ガ
ツ
グ

森
田
長
次
組
制
桝
山
内
左
街
門

左
一色
。
院
長
十
八
年
兄
武
兵
衛
の
後
そ
受
け
て
五
百

五
十
行
を
領
L
、
府
廻
組
に
列
し
、
大
坂
一
円
役
に
は

首
級
こ
を
問問
、
翌
年
一
白
石
そ
加
的
せ
ら
れ
た
。
犯
文

八
年
四
月
七
十
段
キ
ー
以
て
授
。

モ
リ
タ
ネ
守
種

加

犯
の
刀
工
。
初
代
は
守
怒

と
切
り
、
天
正
明
。
二
代
も
守
純
と
切
る
、
見
永
頃

か
。
=
一
代
は
活
糾
六
縦
で
、
魚
川
出
三
年

"M
川
利
門
的
が

越
巾
瑞
樹
寺
に
出
同
地
し
た
刀
の
中
に
白
州
住
際
限
苛

日制
作
と
切
っ
た
も
の
い
か
あ
る
。
貞
一
品
四
年
十
一

且
の

非
λ
小
屋
裁
許
の
日
前
都
に
、『
先
頃
万
鍛
冶
守
日
間
六

臓
非
人
小
康
へ
御
入
む
、
今
以
兄
弟
出
在
。
』
と
い
ふ

も
是
で
あ
ら
う
。

モ
リ
h
F
ネ

盛

種

加

到

の
刀
工
。
加
州
椛
艇
と

切
る
。
二
代
守
秘
の
弟
子
。
点
草
川
制
。

モ
リ
タ
プ
へ
エ

森
因
武
兵
衛

越

前

の
人
。
交

は
慈
右
衛
門
。
前
倒
利
家
に
仕

へ
、
職
問
百
石
を
賜

モ
リ
シ
斗
ン
ガ
ヲ

森一一官岳

金
棚
仰
の
由
町
家
。
名

は
政
。
岸
波
山
の
門
人
で
あ
る
。
晩
年
京
都
に
住

L
、

大
正
六
年
部
月
八
十
二
訟
を

U
て四日。

モ
リ
ジ
ヨ
ウ

森

妓

河

北
制
金
総
庄
の
森
に
在

っ
た
o
w
H永
誌
に
、
こ
の
村
綴
に
城
跡
が
あ
台
、
村

上
右
衛
門
之
に
居
た
が
、
今
は
村
の
産
土
利
の
枇
地

と
な
る
と
あ
る
。
叉
越
腎
到
三
州
芯
般
雛
考
に
、
古

へ
鉢
伏
館
と
い
う
た
の
は
是
で
あ
ら
う
か
。
森

・
鉢

伏
は
隣
巴
で
あ
る
。
叉
河
村
郷
森
村
に
あ
る
部
タ
峰

モ
リ

且
二
十
日
等
外
二
等
間
仕
に
巡
み
、
J

ハ
且
十
九
円
十

五
等
出
仕
に
昇
。
、
九
見

H
入
日
教
導
都
拐
を
保

ね
、
十
一

E
H
六
日
十
四
等
出
仕
と
な
っ
た
。
是
よ

b
先
、
同
年
況
且
以
降
白
山
の
所
鴎
に
闘
し
て
嗣
訓

腕
と
交
捗
の
庇
守
に
泊
b
、
次
い
で
六
年
八
月
二
十
自

機
少
邸
に
界
地
し
、
七
年
七
月
白
山
々
上
の
仰
像
下

山
の
任
脅
終
へ

、
八
年
十
且
=
一
日
十
二
等
出
仕
と
な

っ
た
が
、
是
は
職
制
改
革
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

翠

丸山
十
一
月
臨
品
部

小
削
巾
親
王
山
刊
の
淵
査
中
-な

し
、
大
入
杵
命
の
御
悲
た
る
こ
と
に
治
定
せ
ら
れ
、

同
年
=
一
月
三
十
日
刑
判
任
御
用
係
と
な
り
、
開宜且
官

一
日
辞
任
し
て
官
界
を
去
っ
た
。

咋
次
が
活
出
仙
の
山
中

断
に
闘
す
る
忽
苦
の
若
越
生
活
付
、
主
と
し
て
そ
り

官
界
退
際
の
以
後
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
十
入

年
J
I

月
か
ら
三
十
年
末
に
主
る
聞
は
、
侯
同
肘
前
川
誌

の削悶
託
に
よ
っ
て
編
拐
に
努
均
し
、
一
二
十
一
年
以
降

笛
詰
の
監
理
在
行
ひ
、
四
十
一
年
十
二
月
八
J
l

六“叫

を
以
て
夜
し
た
。
そ
の
生
援
に
若
す
所
は
略
左
の
如

く
で
あ
る
。

北

微

辺

文

北

鎚

迫

文

加
越
能
古
文
殻

松
市
出
公
採
集
治
編
新
築

好

古

酔m
m
日

地

故

治

文

和出

裕

治

文

拾
泊
地
政
刻
版

小

松

辿

文

白

山

榊

匙

考

白

山

容

論

記

白
山
川
部
従
牒
紋
鈴

白

山
一
的
世
只
考

例制

白
山

雑
都
記

は
り
、
梅
賊
奉
行
と
な
り
、
石
川
泌
大
野
に
住
み
、

封
内
沿
山
市
の
邸
を
管
制
也
し
た
。
次
い
で
天
正
」
l
入
年

関
東
の
役
に
従
軍
し
、
民
長
四
年
退
老
し
た
が
、
笠

年
大
型
管
の
械
に
も
功
札
町
立
て
、
元
和
四
年
三
且

問
問
。
子
孫
"M
W
に
欣
閉
山
す
る
。

モ
リ
h
F
プ
ヘ
エ

森
田
武
兵
衛
初
名
馬
左
衛
門
。

医
長
四
年

伊
入
試
兵
衛
の
後
を
受
け
て

四
百
石
を
領

L
、
後
百
一
点
十
石
を
加
地
せ
ら
れ
、
お
川
間
務
行
に
任

じ
、
同
十
八
年
三
十
三
践
を
以
て
奴
し
た。

モ
リ
b
p
へ
イ
ジ
森
田
平
次

父
は
大
作
民
郷
。

文
政
六
年
二
月
十
五
日
金
抑
上
初
木
山
凶
に
生
ま
れ
、

幼
名
荷
餓
昔
、
中
川
刷
出
e
之
佑、

後
年
次
と
糾
し
た。

出
向
は
尚
孝
、
後
良
見
と
殴
め
、
掛
川
は
そ
の
川町
で
あ

z。
天
保
入
年
十
一
且
十
八
日
務
院
茨
木
山
士
山
附
忠
順

に
話
さ
れ
て
近
官
役
見
習
と
な
り
、
十
年
正
月
十
九

日
凶
人
扶
持
を
受
け
、
十
四
年
三
月
十
七
日
用
人
役

見
自
に
鵡
み
主
人
扶
持
を
受
け
、
ぷ
永
三
年
五
月
七

日
御
用
方
主
代
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
四
年
正
月
七
日
用

人
本
役
と
な
り
、
御
歩
足
料
支
配
を
鍛
ね
た
。
六
年

=
一
月
二
日
中
家
茨
木
氏
の
家
的
編
寂
に
従
市
中
し
て
六

人
扶
持
に
加
明
せ
ら
れ
、
安
政
元
年
十

一
月
十
七
日

上
下
地
孤
び
に
金
二
百
疋
や
一
賜
付
っ
て
家
細
川
完
成
を

日
せ
ら
れ
、
四
年
六
且
十
日
衣
料
H

を
相
約
し
て
交
の

也
知
六
十
行
中
、受
け
た
。

明
治
元
年
四
月
越
中
郷
の

闘
門
野
球
の
た
め
振
治
せ
ら
れ、

五
月
品
川
四
日
邸
凶

L
、
十
月
滞
の
訓
仰
山
出
前
制
迎
御
用
躍
と
な
り
、
寺

社
所
前
と
な
り
、
二
年
三
且
榊
紙
方
役
所
に
出
仕

し
、
十
二
月
九
日
前
凶
家
御
家
政
紛
糾
般
の
一
九
に

任
じ
、
四
年
九
月
前
川
家
東
京
移
住
の
際
、
部時
世
話

記
の
取
制
中
山任
と
な
り
、
楽
却
川
剛
容
若
干
容
を
下
賜

せ
ら
れ
、
又
そ
の
金
制
仰
腕
胞
の
保
管
に
脱
し
た
も

の
、
内
凡
そ
二
十
六
絡
は
却
に
綜
よ
り
訟
興
せ
ら
れ

た
。
一
泊
年
間
用
十
入
日
等
外
三
等
出
仕
と
な
り
、
涜

八
五
三

約
汲
市
北

徴
録

古

文

新

築

加
市
附
凶
初
治
文

句

山

部

集

地

放

古

文

抄

拾
治
訓
州
政
治
文

地

故

知

帳

泊

放

集

脱

却

考

山

瑚

蹴

録

白

山

古

文

録

白

山

復

古

記

白

山

釈

放

路

白

山

の

考

加
賀
諸
制
赴
縁
起


